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東京都労働委員会の救済命令は、行政処分としての効力を持ちます。労働基準法第２７条では「救済
命令は、交付の日から効力を発する」「中央労働委員会に再審査を申立てしても、効力は停止しない」と
なっています。しかし会社が救済命令を履行しないことから、６月３０日、八王子地本は「東京都労働委
員会の下した『全部救済命令』の即時履行と不当労働行為のない正常な職場環境を求める緊急申し入
れ」の団体交渉を行いました。 
会社は「社員の皆さんへ」でも述べた「就業規則第２３条の趣旨や目的はもとより、職場秩序の維持、

確立に取り組んできた事情等を全く考慮することなく判断されたものであること」を主張し「無視する
べきものではない。履行しないとも言っていない」と言いながら「中央労働委員会に再審査の申立てを
行っているので、都労委の命令は確定していない。確定した段階で適切に対処していく」と回答してい
ます。 
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